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ロボテスフェスタ２０２３（仮称）運営業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、「ロボテスフェスタ２０２３（仮称）運営業務」について、必要な事項を次のとお

り定めるものとする。 

 

1. 業務名 

ロボテスフェスタ２０２３（仮称）運営業務 

 

2. 目 的 

以下の目的を達成するため、２日間のロボテスフェスタ２０２３（仮称）（以下「フェスタ」

という。）を開催する。 

なお、フェスタは初日をビジネス向け展示会、２日目を一般向け展示会とする。 

（1） 初日 

 福島ロボットテストフィールド（以下「ＲＴＦ」という。）において、ドローンを始めとす

るフィールドロボットの実演展示等を行うことにより、世界に類を見ないロボットの一大開

発実証拠点の実験環境とロボットの社会実装に貢献する取り組みをＰＲするとともに、ロボ

ット関連事業者の商談の場の機会を創出する。 

（2） ２日目 

地元住民等がＲＴＦを訪問し、大人から子どもまで楽しみながら最先端技術に触れる等の

機会を創出することで、ＲＴＦに対する認知度の向上、ロボット等技術への社会受容性の向

上に寄与することを目的とする。 

 

3. 業務期間 

契約締結日～令和 6年２月２９日（木） 

 

4. 業務概要 

本業務では、フェスタを開催するにあたり、企画の提案、運営、会場設営及び撤去等を行うこ

と。 

（1） 名称：ロボテスフェスタ２０２３（仮称） 

（2） 会場：福島ロボットテストフィールド 

（福島県南相馬市原町区萱浜字新赤沼８３番） 

（3） 設営：令和５年８月３０日（水）９：００～２１：００ 

令和５年８月３１日（木）９：００～２１：００ 

※３１日（木）のみの設営でも可。 

（4） 開催：令和５年９月１日（金）１０：００～１７：００（ビジネス向け） 

令和５年９月２日（土）１０：００～１６：００（一般向け） 
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（5） 撤去：令和５年９月２日（土）１６：００～２１：００ 

 

5. 業務内容 

以下の項目について、企画・実施すること。 

なお、実施にあたっては、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構（以降

「機構」という。）及び南相馬市（以降「市」という。）と綿密な調整のうえで進めるものとし、

打合せを随時実施すること。加えて、予算内で最大限の効果を生み出すよう十分に考慮するこ

と。 

（1） 開会セレモニーの開催（初日） 

・ 実演展示及びブース展示の実施に先立ち、開発基盤エリアにおいて開会セレモニーを行

うこと。 

・ 開会セレモニーにおいては、ＲＴＦ所長及び市長あいさつ、ＲＴＦの概要紹介等を行う。 

（2） ドローン・ロボットの実演展示の対応（両日） 

・ 以下のとおり出展者を募り、ＲＴＦの各エリアにおいて実演展示を行うものとする。 

場所 内容 出展数 

無人航空機エリア 

（浪江滑走路は含まない） 
ドローンの実演 各日 4社程度 

インフラ点検・災害対応エリア 
ドローン及びフィールドロボ

ットの実演 
各日 3社程度 

水中・水上ロボットエリア 水中・水上ロボットの実演 各日１社程度 

・ 実演展示を来場者が見学するツアーを行うこととし、１日あたりのツアー回数は、３回

（午前１回、午後２回）程度、見学ポイントにおける混雑を避けるため、各回最低２グルー

プに分かれて、出発時間又は見学ルートを変える形でツアーを行うこと。 

・ ２日目のツアーでは、ＲＴＦの施設を体感できる内容を組み入れること。 

（3） ドローン・ロボット関連の体験・展示ブースの対応（両日） 

・ 出展者を募り、開発基盤エリアにおいてドローン・ロボット関連事業者によるブース展

示を行うこと。 

・ 開発基盤エリア内に、実演展示者用のものを含めて３０程度の体験・展示ブースを設置

すること。 

・ 初日は、出展者及び来場者が交流可能な商談スペース等を設置すること。 

・ ２日目は、ドローンやロボットの操作体験、プログラミング体験、ＶＲ体験などの体験型

ブースを２０以上準備すること。 

・ ＶＲ体験の実施にあたっては、みなみそうま未来えがき大使との連携を優先すること。 

・ 初日と２日目の場面転換の簡略化を考慮し、事業者の選定、ブースのレイアウトを検討

すること。 

（4） 市内事業者パネルディスカッション（２日目） 
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・ Ｒ４年度に実際にロボットを導入したホテルやスーパー等の市内事業者、及びロボット

を開発する市内事業者を４社程度招聘し、１時間未満で取り組んだ内容やロボットに対す

る思い等を語るディスカッションを実施する。 

（5） 飲食ブースの設置（両日） 

・ 研究棟中庭に軽食を食べられる屋台やキッチンカーを配置することとし、出 店にかか

る協力費用や営業補償は考慮しないものとする。 

（３店舗程度、２店舗以上は市内事業者とすること。） 

（6） お祭りコンテンツ（２日目） 

・ 子どもたちが楽しめる集客効果のあるコンテンツを実施する。 

（7） 出展者選定 

・ 機構及び市と協議の上、事業目的・趣旨に沿った出展者を選定すること。 

・ 出展者の選定に当たっては、事業化されたロボットの実演が可能な事業者、及びＲＴＦ

研究室入居者等の市内に拠点を置く事業者を優先すること。 

（8） 来場者対応 

・ 事前申込制により来場者を募集し、２日間で計８００名を上限とする。 

・ 1 日目：４００名、2 日目：４００名 

・ 来場者の募集に際しては、ロボットの開発事業者・研究者・技術者・関連産業事業者（ベ

ンチャーキャピタルを含む）・ユーザー、南相馬市を中心とした浜通り地域の教育機関等幅

広く周知を図ること。 

・ 参加費は無料とする。 

（9） 情報発信 

・ 開催にあたり専用のWEB サイトの構築、ポスター・チラシ・招待状の制作・配布等によ

り周知に努めること。 

（10） 来場者・出展者アンケート 

・ 配布数や回収率を上げる工夫をしたうえで、配布・回収まで実施すること。なお、アンケ

ートの内容については、機構及び市と協議のうえ、決定すること。 

（11） 管理・運営 

・ 事業の具体化、実施に向けた次の事項について調整し、スタッフ等の派遣・管理、運営業

務に必要な全ての措置を講じ、事業を運営する。 

a 運営マニュアル、タイムテーブル等の資料作成 

b 出展者との展示スペース、実演時間帯等の調整 

c 効率的な申し込みの受け付けや問い合わせ等の体制の構築 

d フェスタの全体進行管理、音響機器等調整 

e 各種印刷・造作物（イベント看板、ブースサイン、案内誘導看板、来場者・出展者アン

ケート等）制作・設営 

f 来場者向けの当日配布用プログラム等、当日配布物の作成に関すること 
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g 来場者や出展者に対する必要な安全対策の実施 

h 会場駐車場等の安全確保の実施 

i 苦情・緊急対策 

j 救護及び安全管理 

※出展者及び来場者の事故・急病に備え、必要な体制を整えること。 

※福島県及び市の感染症拡大防止対策に十分に留意することとし、工夫を図ること。 

※出展者及び来場者の事故に備え、保険に加入すること。 

k その他、フェスタの実施に必要な管理・運営 

（12） その他事項 

・ ＲＴＦ公式キャラクター「ロテフィー」及び市のロボット産業ＰＲキャラクター「ミナボ

くん」を積極的に活用することとし、ＰＲに努めること。 

・ 講演会等他のイベントと併催になった場合は、そのことに配慮した上で、運営マニュア

ル、タイムテーブル等の資料作成・対応を行うこと。 

・ 天候等による実演中止を想定した展示会構成とすること。 

・ 天候等その他の事情でフェスタの開催が困難となった場合は、順延等の対応について考

慮すること。 

・ 本事業で制作した成果物のデータは、PDF 形式及び編集可能な形式にて納品すること。 

・ ＲＴＦの会場使用料及び館内設備は無料で見積もって差支えない。 

・ 本仕様の定めのない内容であっても、本業務の目的にかなうと思われる方法等がある場

合は、機構及び市と協議のうえ効果的な実施を行うこと。また、積極的な独自提案を行うこ

と。 

・ 当イベントの事前準備・開催期間中・撤去作業において発生した廃棄物については、受託

者の責任において処分すること。 

 

6. 報告書の作成 

業務終了後、実施結果をとりまとめ、実績報告書を提出すること。報告書には、イベントの

様子（写真は機構より提供する）、来場者・出展者の声（アンケート結果）、当日の状況等を記

載し、構成・レイアウト等に十分な工夫を行うこと。 

なお、電子媒体については、納品する際、必ず最新のパターンファイルに更新されたウイル

スチェックソフトを使ってウイルスチェックを行い、コンピュータウイルスを侵入させないた

めの処置を講じること。 

 

7. 成果品 

 (1）実績報告書 1部 

 (2）来場者・出展者アンケートの結果 

 (3）本業務において作成した資料等 
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8. 業務の適正な実施に関する事項 

(1）関係法令の遵守 

業務の実施に伴い、関係する法令、条例等は遵守し，その適用及び運用は受託者の責任に

おいて適切に行うこと。 

(2）業務の再委託 

受託者は本業務を全て第三者に委託し、または請け負わせることができない。ただし、あ

らかじめ機構及び市の承認を受けた場合は、業務の一部を委託することができる。 

(3）個人情報保護 

この業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を

守らなければならない。 

(4）守秘義務 

受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益

のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

(5）知的財産権の取扱い 

受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、或いは第三

者が有する知的財産権については、当該権利の利用に当たり支障のないよう書面により確認

しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、

受託者の責任により対処する。 

(6）業務内容の変更・中止等における取扱い 

業務内容の変更・中止等における取扱いについては、機構及び市と協議すること。 

(7）第三者に対する損害賠償責任 

受託者は、本業務を行うに当たり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する

損害の賠償の責任を負わなければならない。 

 

9. 留意事項 

 (1）一般事項 

・本業務の成果物（図面、各種デザイン、意匠等）に関する著作権（著作権法第２７条から

第２８条に定める権利を含む。）は、すべて機構及び市に譲渡するものとし、受託者は権利

処理の一切を行うこと。 

・機構及び市は、受託者の承諾なくして本業務の成果物を改変し、または、本契約で委託し

た用途以外にも使用することができるものとする。 

・受託者は、本業務の成果物につき、著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）

を行使しないものとする。 

・上記、知的財産権に関する事項は、契約期間終了後もなお存続するものとする。 

・業務の企画・運営にあたっては、機構及び市と十分な協議を行うとともに、関係する他の
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事業者等と調整の上、業務を実施することとする。 

・本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進め

るものとする。 

・機構及び市の求めに応じて、随時、業務の進捗及び成果が分かる報告を行うこと。具体的

なスケジュールを担当者と協議のうえ策定し、着実に業務執行が行えるよう責任者による

スケジュールの進捗管理を徹底すること。 

・本業務において、必要に応じて市及び関係者との会議を行うこと。また、会議を行った際

には議事録又は議事要旨を作成すること。 

・地震等予期せぬ自然災害が発生した場合の参加者の安全の確保をすること。 

・イベントを行う際は、参加者の事故や熱中症等を防ぐための対策を行い、必要に応じて保

険（傷害、賠償等）に加入すること。 

・来場者への安全面、衛生面での配慮や雨天時、荒天時対策について配慮すること。 

・事故が発生した場合、迅速に対応するとともに、機構及び市に速やかに報告すること。 

・出展物（会場装飾などのイベント等の全てを含む）に関して、公序良俗に反しない企画、

運営を行うこと。 

・会場内の清掃、ゴミの収集運搬及び処理を行い、会場内で排出される廃棄物の適正な処理

をすること。 

・参加者等からの指摘・苦情・トラブル等について適切に対応するとともに、対応を行った

際には記録文書を作成し、処理内容についてすみやかに機構及び市に報告すること。 

 (2）業務体制 

・業務の実施に際しては、本業務を滞りなく実施できるよう、責任者を置いたうえで、必要

な人員を確保・配置すること。必要に応じて警備、誘導、安全対策、トラブル対応等その

他、フェスタの実施に伴い必要となる事項を実施すること。 

 

10. 環境への配慮 

南相馬市の環境マネジメント活動について、理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づ

き、環境に配慮した活動を行うものとする。 


